
 

参考資料３ 

 

有機顔料中に副生するＰＣＢi

 

に係るこれまでの対応 

 

１．製造・輸入の事実の発覚 

 

○ 平成２３年１月、ＥＴＡＤ（染料・有機顔料製造者生態学毒性学協会。有

機顔料メーカー等の国際団体）から、ある種の顔料が非意図的に生成した微

量のＰＣＢを含みうることを認める旨の報告書を公表。 

○ 同年５月、ＥＴＡＤ内部の委員会において、出席事業者に対し、ＰＣＢが

検出された有機顔料及び数値範囲が明らかにされた。（当該情報は未公表） 

○ 同年６月、当該情報を受け、化成品工業協会（「化成協」）は主要な加盟社

（有機顔料の製造・輸入事業者）に分析調査を依頼。分析対象顔料の選定、

分析条件の検討等を経て、８月、６社が自社の顔料について分析を開始。 

○ 同年１２月下旬、主要６社が実施した試験分析の結果がまとまり、ある種の

顔料中に微量のＰＣＢが含まれることを確認。平成２４年１月に化成協は各

社に結果を報告するとともに、ＰＣＢが含まれる顔料の出荷状況・用途等に

ついて情報を収集。 

 

 

２．使用実態の把握等 

 

○ 平成２４年２月１日、化成協から経済産業省に対して上記の主要６社の調

査結果について報告。 

○ 同日以降、厚生労働省、経済産業省、環境省が協会及び事業者からのヒア

リングを実施。 

 

 

３．本件にかかる対応 

 

○ 同年２月１０日、２月１７日、２月２８日、３月１６日及び４月２０日、

厚生労働省、経済産業省及び環境省より、副生するＰＣＢ含有量が国際的な

基準（50ppm）を超えることが判明した有機顔料を製造輸入する事業者に対し

て製造等の中止、製造等の場所や出荷先事業者等の報告、出荷先からの回収

を指導する文書を発出。 

 



 

※ 今後も、同様の有機顔料が判明した場合は、直ちに同様の行政指導を行う。 

 

○ 同年２月１３日、経済産業省より同種の顔料を製造輸入している事業者（41

社）及び化審法に基づき製造数量等の届出のあった全事業者（約 1400社）に

対して副生するＰＣＢの有無等についての確認を指導する文書を発出。５月

１０日〆切分については、５月２５日に報道発表を実施。 

 

○ 同年２月１３日、環境省より都道府県・政令市に対して廃棄物最終処分場

からの放流水等におけるＰＣＢの基準超過事例の報告及び有機顔料製造業に

係る水質汚濁防止法に基づく特定事業場からの排水中のＰＣＢ濃度調査の実

施を求める文書を発出。 

 

○ 同年２月１４日、厚生労働省より化成品工業協会に対して労働者ばく露防

止の観点から会員企業に対して調査等を要請する文書を発出 

 

 

４．リスク評価検討会の開催 

 

○ 同年３月２３日及び５月１５日に「有機顔料中に副生するＰＣＢに関する

リスク評価検討会」を開催し、製品の暫定リスク評価を取りまとめた。 

  年内を目処に、製品の詳細リスク評価及び環境経由のリスク評価の結果を

取りまとめる予定。 

 

                                                   
iＰＣＢ:ポリ塩化ビフェニル【別添参照】。 



ＰＣＢ（ポリ塩化ビフェニル）とは 

・ 水にきわめて溶けにくく、化学的に安定、電気絶縁性が高いな
どの性質を持つ、工業的に合成された化合物。 

 
・ 電気絶縁性等の性質により、トランスの絶縁体や感圧複写紙、

潤滑油等として使用されていた。 

・ ＰＣＢは環境中で分解されにくい（難分解性）、 
  食物連鎖で生物の体内に蓄積される（生物蓄積性・濃縮性） 
 
・ 強い急性毒性はないが、長期間の摂取により体内に蓄積 
  人については、肝毒性、皮膚障害、発がん性の疑いなどが指

摘される。 

○ ＰＣＢの性質、用途 

○ ＰＣＢの有害性 

【別添】 

（構造式） 
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